
返
還
方
法

　

卒
業
後
６
カ
月
間
据
え
置
き
、

そ
の
翌
月
か
ら
10
年
以
内
に
、
月

賦
、
半
年
賦
、
年
賦
で
返
還
。

※
市
内
へ
の
居
住
を
条
件
に
返
還

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
・
必
要
書
類

　
次
の
書
類
を
総
務
学
事
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。（
代
理
申
請

可
・
郵
送
不
可
）

①
奨
学
金
貸
付
申
請
書
②
申
請
理

由
書
③
奨
学
生
推
薦
調
書
（
出
身

学
校
長
が
記
入
）
④
合
格
通
知
書

も
し
く
は
入
学
許
可
書
の
写
し
、

ま
た
は
在
学
証
明
書
⑤
同
一
生
計

の
世
帯
員
全
員
の
住
民
票
謄
本

（
続
柄
の
記
載
が
あ
り
、
発
行
日

が
申
請
日
前
３
カ
月
以
内
の
も

の
）
⑥
同
一
生
計
の
全
員
の
前
年

中
の
所
得
が
分
か
る
書
類
⑦
同
一

生
計
の
世
帯
員
全
員
の
市
税
な
ど

の
滞
納
が
な
い
証
明
書
（
発
行
日

が
申
込
期
間
内
の
も
の
）
※
16
歳

未
満
と
就
学
者
で
収
入
が
な
い
方

を
除
く

※
①
〜
③
の
用
紙
は
総
務
学
事
課

に
備
え
付
け
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

採
用
の
可
否
な
ど

　
５
月
下
旬
に
文
書
で
通
知
し
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
「
奨
学
金
返
還
免
除
願
」

に
必
要
書
類
を
添
え
て
総
務
学
事

課
へ
。
必
ず
申
請
者
本
人
が
直
接

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
代
理
申

請
不
可
・
郵
送
不
可
）

※
「
奨
学
金
返
還
免
除
願
」
に
は

連
帯
保
証
人
の
記
名
が
必
要
で

す
。

必
要
書
類

①
奨
学
金
返
還
免
除
願
②
本
人
の

住
民
票
（
発
行
日
が
令
和
８
年
４

月
１
日
以
降
の
も
の
）
③
本
人
の

「
令
和
７
年
分
確
定
申
告
書
」
ま

た
は
「
令
和
８
年
度
市
県
民
税
申

告
書
」
の
写
し
※
申
告
し
て
い
な

い
方
は
「
令
和
７
年
分
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票
」
の
写
し
（
複
数

箇
所
で
働
い
て
い
る
方
は
全
て
の

源
泉
徴
収
票
）
※
「
所
得
課
税
証

明
書
」
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
④
同
一
生
計
の
世
帯
員
全
員
の

市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
証
明
書

（
発
行
日
が
令
和
８
年
４
月
１
日

以
降
の
も
の
）
※
16
歳
未
満
と
就

学
者
で
収
入
が
な
い
方
を
除
く
⑤

本
人
確
認
書
類
（
申
請
時
に
原
本

を
提
示
。
顔
写
真
付
き
の
場
合
１

点
、
無
い
場
合
２
点
）

免
除
の
決
定

　
５
月
下
旬
に
決
定
し
、
文
書
で

通
知
し
ま
す
。

す
。

　
な
お
、
奨
学
生
に
採
用
さ
れ
た

場
合
は
、
返
済
能
力
の
あ
る
連
帯

保
証
人
２
人
（
１
人
は
必
ず
扶
養

者
、
も
う
１
人
は
奨
学
生
と
扶
養

者
の
い
ず
れ
と
も
生
計
を
別
に
し

て
い
る
方
）
が
必
要
で
す
。

対　

象

　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
奨
学
金
の
返
還
金
と
市
税
な
ど

に
滞
納
が
な
い

②
奨
学
金
の
返
還
開
始
年
度
が
令

和
６
年
度
以
前
の
方
で
、
令
和

６
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
市
内

に
継
続
し
て
居
住
（
実
際
に
生

活
）
し
て
い
る

返
還
免
除
期
間

　
令
和
８
年
４
月
〜
令
和
９
年
３

月
分
（
期
間
中
に
転
出
し
た
場
合

は
転
出
し
た
当
月
分
ま
で
）

申
請
期
間

　
４
月
１
日
㈬
〜
17
日
㈮

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

申
し
込
み

　
総
務
学
事
課
に
備
え
付
け
、
ま

が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
安
心
・

安
全
に
つ
な
が
り
、
学
習
意
欲
や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向

上
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

　
学
校
運
営
協
議
会
制
度
は
、
学

校
と
地
域
が
力
を
合
わ
せ
、
子
ど

も
た
ち
の
学
び
と
成
長
を
支
え
る

新
し
い
仕
組
み
で
す
。

　

今
年
度
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
ク
ー
ル
に
な
り
、
地
域
の
皆
様

の
協
力
を
得
な
が
ら
、
市
内
全
学

校
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
貴
重

な
体
験
や
安
心
で
き
る
環
境
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
大
竹
市
の
子
ど
も

た
ち
の
未
来
を
よ
り
豊
か
に
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
と
コ
ラ
ボ

取
り
組
み
い
ろ
い
ろ

市
奨
学
金

返
還
の
免
除

田
植
え
（
大
竹
小
）

ス
ト
ー
ン
ア
ー
ト

（
小
方
小
）

コ
ウ
ゾ
の
植
え
付
け

（
玖
波
中
）

申
込
期
間

　
３
月
６
日
㈮
〜
４
月
17
日
㈮

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

対　

象

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
扶
養
者
（
保
護
者
）
が
市
内
在

住
②
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学

（
短
期
大
学
・
大
学
院
を
含
み
、

貸
付
額

【
高
等
学
校
】

国
公
立　
月
額
１
万
１
千
円
以
内

私　
立　
月
額
２
万
２
千
円
以
内

【
高
等
専
門
学
校
】

国
公
立　
月
額
１
万
８
千
円
以
内

私　
立　
月
額
２
万
８
千
円
以
内

【
大
学
・
専
修
学
校
】

国
公
立　
月
額
２
万
８
千
円
以
内

私　
立　
月
額
４
万
円
以
内

通
信
教
育
を
除
く
）、
専
修
学

校
（
修
業
年
限
２
年
以
上
の
専

門
課
程
）
に
在
学
ま
た
は
入
学

予
定

③
学
業
成
績
が
優
良
で
、
平
素
の

行
い
が
善
良
（
出
身
校
の
３
年

間
も
し
く
は
３
年
次
の
評
定
平

均
値
５
点
満
点
の
う
ち
３
・
６

以
上
）

④
就
学
に
支
障
が
な
い

⑤
経
済
的
理
由
の
た
め
学
費
の
支

払
い
が
困
難

※
③
〜
⑤
に
は
基
準
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
に
玖
波
小
学
校
を

先
行
実
施
校
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
（
学
校
運
営
協

議
会
を
設
置
し
た
学
校
）
を
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
玖
波
小
学
校
の
取
り

組
み
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
今
年

度
か
ら
他
の
小
中
学
校
で
も
、
学

校
運
営
協
議
会
制
度
を
導
入
し
ま

し
た
。

地
域
と
学
校
が
協
働
す
る
仕

組
み

　
学
校
運
営
協
議
会
で
は
、
学
校

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
地
域
の
方

や
保
護
者
な
ど
、
学
校
関
係
者
の

委
員
で
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
よ

り
豊
か
に
す
る
た
め
の
協
議
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
の
チ
カ
ラ

　
各
校
で
は
、
地
域
の
方
々
に
よ

る
読
み
聞
か
せ
や
、
ス
ト
ー
ン

ア
ー
ト
の
製
作
、
田
植
え
や
稲
刈

り
脱
穀
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
貴
重
な
体
験

が
増
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
授
業
の
支
援
や
登
下
校

時
の
見
守
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、「
み

ん
な
で
子
ど
も
を
育
て
る
」
と
い

う
意
識
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
取
り
組
み
一
つ
一
つ

ー地域とともに　子どもたちに豊かな未来をー

将
来
の
大
竹
を
支
え
る
世
代
を
応
援

市
奨
学
生
募
集

 

―
高
校
・
高
専
・
大
学
・
専
修
学
校
―

 　
返
還
免
除
制
度
も
あ
り
ま
す
―
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大
学
生
年
代
の
子
を
含
め
、
上

か
ら
数
え
て
３
人
目
以
降
の
子
の

児
童
手
当
に
、
多
子
加
算
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

※
大
学
生
年
代
の
子
が
進
学
の
た

め
別
居
し
て
い
る
場
合
や
就
職
し

て
い
る
場
合
で
も
、
親
が
そ
の
子

の
生
計
費
や
学
費
な
ど
を
負
担

し
、
定
期
的
に
連
絡
な
ど
を
し
て

い
る
と
き
は
、
多
子
加
算
の
算
定

対
象
と
な
り
ま
す
。

提
出
が
必
要
な
方

　
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

子
を
養
育
し
、
児
童
手
当
の
多
子

加
算
を
受
け
て
い
る
方
が
、
引
き

続
き
多
子
加
算
を
受
け
る
に
は
、

４
月
以
降
も
そ
の
子
の
日
常
生
活

上
の
世
話
を
し
、
生
計
費
を
負
担

し
て
い
る
申
し
立
て
が
必
要
で

す
。

①
多
子
加
算
の
算
定
対
象
と
な
っ

て
い
る
高
校
３
年
生
（
平
成
19

年
４
月
２
日
〜
平
成
20
年
４
月

利
用
料
金
の
減
免

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
減
免
後
の
利
用
料
金
で
利
用

で
き
ま
す
。（
別
表
②
）

○

税
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
減

免
の
確
認
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、至
急
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

○

住
民
税
所
得
割
額
は
、
調
整
控

除
以
外
の
税
額
控
除（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
、
寄
付
金
控
除
な
ど
）

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

利
用
ま
で
の
流
れ

　
次
の
①
〜
④
の
手
続
き
が
す
べ

て
完
了
し
た
ら
施
設
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
認
定

申
請
書
を
市
へ
提
出

○

利
用
す
る
月
の
前
々
月
末
日
ま

で
に
電
子
申
請
、
ま
た
は
申
請

書
を
福
祉
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
電
子
申
請
お
よ
び
申

請
書
は
い
ず
れ
も
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
）

②
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
総

合
支
援
シ
ス
テ
ム
」
の
ア
カ
ウ

ン
ト
を
受
け
取
る

○

ア
カ
ウ
ン
ト
は
メ
ー
ル
で
届
き

ま
す
。（
申
請
後
、
７
〜
10
日

程
度
か
か
り
ま
す
）

③
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
総

合
支
援
シ
ス
テ
ム
」
に
ロ
グ
イ

ン
し
て
、
利
用
し
た
い
施
設
へ

面
談
の
予
約
を
す
る

○

面
談
は
、
利
用
予
定
日
の
７
日

前
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場

合
は
そ
の
前
営
業
日
）
ま
で
に

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

④
面
談
終
了
後
、
利
用
日
の
予
約

を
す
る

○

原
則
毎
月
１
日
に
翌
月
分
の
予

約
の
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
利

用
日
の
２
日
前
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
の
場
合
は
そ
の
前
営
業
日
）

ま
で
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

４
月
か
ら
施
設
を
利
用
す
る
方

　
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
認
定

申
請
書
の
提
出
を
３
月
１
日
か
ら

受
け
付
け
ま
す
。
４
月
か
ら
施
設

を
利
用
さ
れ
る
場
合
は
次
の
期
限

ま
で
に
必
要
な
手
続
き
を
完
了
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。
期
限
以
降
に
手

続
き
が
完
了
し
た
場
合
は
５
月
以

降
か
ら
の
利
用
と
な
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
５
月
以
降
か
ら
の
利
用
に
つ
い

て
は
、「
利
用
ま
で
の
流
れ
」
の

と
お
り
で
す
。

○

申
請
書
提
出

　
３
月
12
日
㈭

○

面
談
の
予
約

　
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
の
ア
カ
ウ

ン
ト
を
受
け
取
っ
た
と
き
か
ら
随

時
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
で
受
け
付

け
を
開
始
し
ま
す
。
利
用
す
る
日

の
７
日
前
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

の
場
合
は
そ
の
前
営
業
日
）
ま
で

に
施
設
と
の
面
談
を
済
ま
せ
て
く

だ
さ
い
。

○

利
用
日
の
予
約

　
面
談
の
終
了
後
か
ら
随
時
総
合

支
援
シ
ス
テ
ム
で
受
け
付
け
を
開

始
し
ま
す
。
利
用
す
る
日
の
２
日

前
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合

は
そ
の
前
営
業
日
）
ま
で
に
施
設

へ
予
約
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
施
設
を
利
用
す
る
際
に
は
必
ず

事
前
に
面
談
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。
期
限
ま
で
に
面
談
を
済
ま

せ
て
い
な
い
場
合
は
施
設
を
利
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

１
日
生
ま
れ
）
の
子

②
多
子
加
算
の
算
定
対
象
と
な
っ

て
い
る
大
学
生
年
代
（
平
成
16

年
４
月
２
日
〜
平
成
19
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）
の
子
で
、
３
月

に
卒
業
予
定
の
子

提
出
書
類

①
の
場
合

○

児
童
手
当
額
改
定
認
定
請
求
書

○

監
護
相
当
・
生
計
費
の
負
担
に

つ
い
て
の
確
認
書

②
の
場
合

○

監
護
相
当
・
生
計
費
の
負
担
に

つ
い
て
の
確
認
書

提
出
期
限

　
４
月
16
日
㈭
ま
で（
消
印
有
効
）

に
福
祉
課
へ
。（
郵
送
可
）

※
４
月
17
日
以
降
に
提
出
し
た
場

合
は
、
提
出
し
た
月
の
翌
月
分
か

ら
多
子
加
算
の
算
定
対
象
と
な
り

ま
す
。

こ
ぐ
ま
園

に
じ
い
ろ
こ
ど
も
園

知
恩
保
育
園

児
童
手
当
の
多
子
加
算

４
月
か
ら
も
引
き
続
き
受
け
る
に
は

確
認
書
の
提
出
が
必
要
で
す

―

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
59
２
１
４
８

子 育 て
　
全
て
の
こ
ど
も
の
育
ち
を
応
援

し
、
全
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
し

て
多
様
な
働
き
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
に
関
わ
ら
な
い
形
で
の
支
援

を
強
化
す
る
た
め
、
就
労
要
件
を

問
わ
ず
利
用
で
き
る
『
こ
ど
も
誰

で
も
通
園
制
度
』
を
４
月
１
日
か

ら
実
施
し
ま
す
。

※
利
用
料
金
（
減
免
料
含
）
お
よ

び
令
和
８
年
度
予
算
を
３
月
市
議

会
定
例
会
へ
提
案
し
て
い
ま
す
。

利
用
で
き
る
こ
ど
も

　
利
用
日
時
点
で
、
生
後
６
カ
月

〜
満
３
歳
未
満
（
３
歳
の
誕
生
日

の
前
々
日
ま
で
）
で
保
育
所
な
ど

（
認
可
外
保
育
施
設
を
除
く
）
に

通
園
し
て
い
な
い
こ
ど
も

利
用
で
き
る
施
設
・
時
間

○

利
用
で
き
る
日
時
は
、
施
設
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。（
別
表
①
）

○

施
設
の
利
用
で
き
る
時
間
の
範

囲
内
で
、
１
日
（
１
回
）
あ
た

り
最
低
１
時
間
か
ら
利
用
で
き

ま
す
。

○

こ
ど
も
１
人
が
利
用
で
き
る
時

間
数
は
、
１
月
当
た
り
上
限
10

時
間
で
す
。

利
用
料
金

　
１
時
間
当
た
り
３
０
０
円

○

施
設
に
よ
っ
て
は
、
給
食
代
や

お
や
つ
代
な
ど
の
実
費
を
負
担

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

３
月
末
時
点
で
18
歳
と
な
り
、

こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
資
格

を
喪
失
す
る
方
の
う
ち
、
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
、
ま

た
は
精
神
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度
の
対
象
者
は
申
請
が
必
要
で
す
。

助
成
対
象
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級

を
持
っ
て
い
る

②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ⓑ
を
持
っ

て
い
る

③
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
と
自
立

支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通

院
）
両
方
の
交
付
を
受
け
て
い

る
所
得
制
限

　
本
人
所
得
が
１
６
９
万
５
千
円

未
満
で
扶
養
義
務
者
所
得
が
６
２

８
万
７
千
円
未
満
で
あ
る
（
扶
養

人
数
な
ど
に
よ
り
基
準
額
は
変
わ

り
ま
す
）。

別表①

施設名 利用できる日時 住所・電話番号

小方認定こども園
（にじいろこども園）

月曜日～金曜日（祝日を除く）
８時30分～ 17時

小方1-11-1
59-3000

知恩保育園 月曜日～金曜日（祝日を除く）
９時～ 16時

玖波3-1-12
57-7322

こぐま園 月曜日～金曜日（祝日を除く）
８時30分～ 17時

油見1-15-8
93-2647

別表②

要　　件 減免後の利用料金
（１時間当たり）

生活保護法による被保
護世帯  0円

住民税非課税世帯 60円

住民税所得割額合算額
が７万7,101円未満の
世帯

90円

※
継
続
し
て
常
時
、
人
工
呼
吸
器

な
ど
を
装
着
し
て
い
る
方
は
、
所

得
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

受
診
時
一
部
負
担

○

医
療
機
関

　
１
日
２
０
０
円
必
要
（
医
療
機

関
ご
と
に
、
通
院
は
月
４
日
ま

で
、
入
院
は
月
14
日
ま
で
）

※
精
神
障
害
者
医
療
の
入
院
は
対

象
外
で
す
。

○

保
険
薬
局
（
処
方
箋
な
ど
の
薬

代
）

　
一
部
負
担
金
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

申
請
方
法

　
申
請
書
に
、
手
帳
お
よ
び
健
康

保
険
の
資
格
情
報
が
分
か
る
も
の

を
添
付
し
て
、
３
月
31
日
㈫
ま
で

に
保
健
医
療
課
へ
。

４月から就労要件を問わず利用できる

こども誰でも通園制度が始まります―
問い合わせ　福祉課　☎59-2148

こ
ど
も
医
療
費

助
成
制
度
か
ら
の

切
り
替
え
手
続
き
を

―

問
い
合
わ
せ　

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
１
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